
 

   

 

（別紙１） 

 

学校における児童・生徒等に対する指導等について 

 

 

１ 学校における水泳指導の際の安全管理、安全指導等に当たっては、「学校における水泳事

故防止必携（新訂二版）」（平成１８年６月独立行政法人日本スポーツ振興センター）、

「水泳指導の手引（三訂版）」（平成２６年３月文部科学省）、「学校における体育活動

中の事故防止のための映像資料」（平成２６年３月文部科学省）及び「水泳の事故防止～

プールへの飛び込み事故を中心に～」（平成２８年３月）も参考にされたいこと。 

   水泳活動中の事故には、スタート時に逆さまに深く入水し、水底に頭部を打ちつけて起

こるものが少なくないので、スタートの指導については、個人の能力に応じた段階的な取

扱いを重視し、教師等の指示に従い、水深や水底の安全を確かめ、入水角に注意するなど、

安全に配慮した慎重な指導を行うこと。なお、小学校の体育及び中学校の保健体育の授業

については、学習指導要領において、水中からのスタートを指導するものとしていること。

また、高等学校の授業及び水泳部の活動等においては、段階的な指導を行うとともに安全

を十分に確保すること。 

   また、監視体制が十分でなかったことを要因として児童が死亡した事例、一定の技能を

身につけている児童・生徒がスタート時の重大事故に遭った事例、入水の際、無理な息こ

らえや必要以上に深呼吸を繰り返し行わせたことなどによる重大事故事例も報告されて

いるので十分注意すること。 

 

２ 児童・生徒の水難事故が特に学校の夏季休業に入った直後に多発する傾向にあるので、学

校においては、水泳の事故防止に関する心得を十分指導し、ＰＴＡなどを通じて家庭にも

指導の趣旨を周知するよう配慮すること。 

 

３ 児童・生徒が個人やグループで水泳や水遊びに出かけるときには、必ず保護者や水泳の熟

練者と同行するよう指導するとともに、事前に行き先、帰宅の予定日時、同行者等を家庭

に知らせるよう習慣づけること。 

 

４ 児童・生徒の発達段階に応じて、海水浴・水泳等に関する事故の危険を予見し、自ら回避

できるよう学校、家庭、地域において適切に指導するなど安全指導の充実に努めること。 


